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 このことについて、「岐阜県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」第８条第１項に基

づき、次のとおり学校運営協議会を開催しましたので、その概要について報告します。 

 

１ 会 議 名  令和３年度岐阜県立郡上特別支援学校 第１回学校運営協議会 

 

２ 開催日時  令和３年６月２１日（月） １０：００～１２：００ 

 

３ 開催場所  岐阜県立郡上特別支援学校 大和校舎体育館 

 

４ 参 加 者  会  長 板倉 寿明  愛知淑徳大学講師 

                副 会 長  水野 正文   郡上大和総合開発株式会社代表取締役社長 

                委  員  池戸 節子   社会福祉法人郡上市社会福祉協議会在宅福祉課職員 

                          石田 紀美江 元郡上市役所職員 

玉山 隆三  ダイアトップ株式会社代表取締役社長 

             筒井 美希代 卒業生保護者代表 

                          野田 美鈴  社会福祉法人ぶなの木福祉会理事長 

             増田 雅幸  郡上市大和町栗巣地域住民 

             山田 泰子  郡上市八幡町那比地域住民 

             長谷川 清貴 ＰＴＡ会長 

                                     

              学 校 側  髙井 繁喜   校長 

                       吉村 智典  副校長 

                          安江 寿明   事務部長 

             廣瀬 雅行  教頭  

             遠藤 衣代  小中学部主事 

             林  哲司  高等部主事 

             金田 麻巳子 教務部長（教務主任） 

             横関 麻衣子 健康教育部長（保健主事） 

             山下 真弥  生徒指導部長（生徒指導主事） 

             深澤 文貴  進路指導部長（進路指導主事） 

                          磯野 沙織  地域連携部長（特別支援教育コーディネーター）         

 

５ 会議の概要（協議事項） 

 （１）令和３年度学校運営方針概要について 

   〇学校の沿革、児童生徒の状況、教育の目標、教育の重点、教育課程について 

   〇学校運営組織、年間行事計画について 

   〇１校舎体制整備、働き方改革について 

意見１：教職員の勤務時間はどうなっているか。 

⇒ 勤務時間は午前８時３０分から午後５時である。休憩時間は、午後１２時３０分

から午後１時１５分の４５分間であるが、実際には給食指導などの時間になってい

るため、運用上は、午後３時１５分から午後４時までを確保している。 



   意見２：卒業後の生活を支援する立場としては、学校や家庭においては、幼少期から基本的生

活習慣を身に付けられるよう指導してほしい。 

       ⇒ 「いつでも、どこでも、だれとでも」発揮できる力の育成を目指し、家庭と連携

した指導の大切さを伝えている。重度の障がいがあっても、人との関わりの中で経

験を積み、丁寧に時間をかけて定着を図ることが大切である。 

    

◎今年度の学校運営方針については、全委員の賛成により承認された。 

 

（２）校則等の見直しについて（意見聴取） 

   〇児童生徒の人権に配慮した校則について 

〇選択自由な制服バリエーションについて 

〇校則変更の手続き等について 

   意見１：携帯電話の指導は行っているか。 

       ⇒ 個人情報の扱いやＳＮＳ等の利用上のルールや留意点等について指導の場を設

けている。また、トラブルを指導の機会ととらえて指導をしているが、今後は、外

部の専門家の指導を仰ぎながら更に効果的な指導を行う。 

   意見２：生徒指導は、被害者、加害者にならない指導が大切である。 

   意見３：生徒会が主体となって校則について意見を出すように、生徒が主体的に関わることで

校則が守れるようになるのではないか。 

       ⇒ 今後、校則の見直しについては、生徒会の意見なども取り入れる。 

   意見４：制服があることによって、ＴＰＯに合わせた服装を考えなくてもよい状態になってい

る。ＴＰＯに合わせた服装を選択することは大切なことだが、学校、保護者、生徒の

いずれかが先走ることなく、一緒に考えることが大切である。 

 

（３）高等部作業製品の価格設定について 

   〇価格設定の基準について 

   〇新製品の価格について 

   意見１：「価格」は市場が決めること。学校が設定した価格でよい。 

   意見２：学校は、製品の品質向上のための努力を常に行うことが大切である。 

  

  ◎高等部作業製品の価格設定については、全委員の賛成により承認された。 

 

６ 会議のまとめ 

 第１回学校運営協議会では、今年度の学校運営方針（教育目標、教育の重点、教育課程、学校運営

組織、年間行事計画等）、高等部作業製品の価格設定について、全委員の賛成により承認された。ま

た、校則並びに校則等の見直し方法について各委員から意見聴取し、今後の方向性について協議した。 

 会議をとおして、各委員からは「地域との交流やつながりを続けてほしい」「郡上市にある唯一の

特別支援学校としての役割に期待している」などの意見が出され、当校への期待の大きさを再認識し

た。 

会長からは「地域とともに発展する学校」という校風が、１校舎体制の実現によって薄れていくこ

との無いよう、「地域の要望やこれまで培ってきた大切なものを、今後どのように将来につなげるか

という視点が大切になる」という意見がまとめられた。 

今回の第１回学校運営協議会の協議事項について、校内の各組織で検討を行い、今後の学校運営に

つなげる。 


